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令和５年度第２回青森市入札監視委員会 会議概要 

 

○開催日時                                     

令和５年１１月１７日（金） 午前１０時００分～午前１１時００分 

 

○開催場所                                     

青森市役所 急病センター棟２階 入札室 

 

○出席委員                                     

委員長       藤 沼   司 

委員長職務代理者  礒   裕一郎 

委員        蝦 名 和 美 

委員        百 済 飛 希 

 

○事務局                                      

髙 野 光 広（浪岡振興部参事総務課長事務取扱） 

佐々木 英 次（総務部契約課長） 

名久井 明 紀（総務部契約課主幹） 

奥 﨑 勝 英（浪岡振興部総務課主幹） 

ほか総務部契約課、都市整備部道路建設課、農林水産部農地林務課、教育委員会事務局 

総務課、教育委員会事務局文化学習活動推進課職員 

 

○議事                                       

１ 開会 

 

２ 組織会 

委員改選後、初めての委員会開催のため、青森市入札監視委員会条例第６条の規定に基づき、

委員の互選により藤沼委員を委員長と定めた。 

委員長職務代理者については委員長によって礒委員が指名された。 

 

３ 会議 

（１）報告事項 

①建設工事の入札及び契約手続の運用状況等について 

 事務局から配付資料に基づき報告を行った。 

〈主な質疑応答・意見は次のとおり〉 

委員（質疑） 事務局（回答） 

○随意契約の案件のうち、落札率が低かっ

た案件（業種「石」）について、契約業者

を含めた複数の業者から参考見積書を徴

取した段階では、契約業者は契約金額より

かなり高い金額で見積書を提出したとい

うことか。 

○お見込みのとおりである。 

なお、契約に当たって相手方から提示さ

れた見積額は、競争入札であれば失格にな

る水準であったことから、工事担当課にお

いて見積額に錯誤がないかどうかを確認

したうえで契約を締結している。 

○随意契約には失格基準はないのか。 ○ない。 
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②指名停止措置等の運用状況について 

 事務局から配付資料に基づき報告を行った。 

〈主な質疑応答・意見は次のとおり〉 

委員（質疑） 事務局（回答） 

○施工管理技士の資格受検時に必要とさ

れる実務経験に不備があったとのことだ

が、その資格は取り消されてしまったの

か。 

○受検者の資格が取り消されたかどうか

までは把握していない。 

公共工事の発注にあたり、各自治体で

は発注金額の規模に応じたランク付けを

行っており、その基礎となるのが経営事

項審査の評定値、いわゆる客観点であ

る。 

経営事項審査の評定値は、その会社の

工事出来高や技術者の人数などを点数化

したもので、当該不正は、経営事項審査

の際に資格要件を満たさない者を技術者

として申請し、不正に高い評定値を得た

ものである。 
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（２）審議事項 

①抽出事案（その１）について 

『青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(５－３)工事』（一般競争入札・総合評価落札方式） 

 当該事案について、事務局から配付資料に基づき説明を行い、委員による審議の結果、入

札参加資格、入札経過等について、特に問題となるような点は見受けられなかった。 

〈主な質疑応答・意見は次のとおり〉 

委員（質疑） 事務局（回答） 

○低入札価格（調査基準価格未満）での入

札について、有効であると判断した理由は

何か。また、失格者４者の失格となった理

由は何か。 

※案件抽出時における質問 

○当該事案は、低入札価格調査制度の対象

となっている。 

 落札者であるＡ社は、調査基準価格に満

たない入札であったことから、低入札価格

調査制度の規定に基づき調査を実施した。 

 当該調査制度は、落札候補者の経営状

況、機材・重機の保有状況などを調査した

うえで、低入札価格であっても当該工事の

履行が可能だと判断されれば、落札を決定

する制度である。 

 当該事案では、会社の経営状況、不渡り・

賃金の不払い・労働災害等の有無について

関連資料を確認するとともに、業者に直接

聞き取り調査や機材・重機の保有状況の確

認を行った。 

 その結果、下請業者や納品業者から協力

を得られること、工事現場が会社に近いた

め現場管理費の削減が可能であること、工

事に使用する機材を自社で所有しており

諸経費の削減が可能であることなどから

低入札価格であっても、適切な工事品質と

労働条件を確保したうえで、当該工事の施

工が可能と判断し、落札を決定したもの。 

 なお、低入札価格調査は落札候補者にの

み行い、その者が施工不能と判断されれ

ば、次順位の者を調査することから、今回

はＢ社の調査は行っていない。 

 次に、失格となった４者については、数

値的判断基準により失格となった。 

数値的判断基準については、予定価格に

おける直接工事費の９０％、共通仮設費の

８０％、現場管理費の８０％、一般管理費

の４３％の４項目について、入札価格がい

ずれかの項目１つでも下回ると失格とな

るもの。 

 今回の入札では、Ｇ社は直接工事費が下
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回って失格、Ｈ社、Ｉ社、Ｊ社は共通仮設

費が下回って失格となった。 

 なお、無効となったＦ社は、工事費内訳

書の件名に誤りがあったものである。 

○無効や失格となった者について、その理

由は知らせしているのか。 

○入札情報公開システムにおいて、失格に

ついては数値的判断基準によるものとし

て、無効については書類不備によるものと

して公表している。 

○数値的判断基準の割合は公表している

のか。 

○公表している。 

○各労働者に支払う賃金がいくらなのか

確認は行っているのか。 

○各労働者への賃金の額は把握していな

いが、工事費における人件費の額は把握し

ている。 
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②抽出事案（その２）について 

『04 災林道飛鳥沢線災害復旧工事』（一般競争入札） 

 当該事案について、事務局から配付資料に基づき説明を行い、委員による審議の結果、入

札参加資格、入札経過等について、特に問題となるような点は見受けられなかった。 

〈主な質疑応答・意見は次のとおり〉 

委員（質疑） 事務局（回答） 

○入札参加者が１者となった理由は何か。

また、災害復旧工事は入札参加者が少なく

なる傾向があるのか。 

※案件抽出時における質問 

○当該事案は、令和５年５月に入札参加資

格を土木一式Ｃ等級に登録を有する業者

として１回目の入札を行ったが、参加者は

１者であり、予定価格を超過していたため

無効となった。その後、再入札を行ったが、

参加者が辞退したため不調となった。 

その後、入札に参加できる等級を拡大

し、２回目、３回目の入札を行ったが、い

ずれも参加者が無く取り止めとなった。 

４回目の入札では入札参加資格を特Ａ

等級、Ａ等級、Ｂ等級、Ｃ等級、Ｄ等級と

して入札を行ったところ１者の入札があ

り、落札決定となった。 

災害復旧工事における入札参加者数の

傾向は、国・県と同様に、本市においても

少ない傾向にある。 

理由は明らかではないが、災害復旧工事

は一般的な土木工事と違い、災害により荒

廃した場所での作業となるため、熟練した

技術者の配置が必要であること、現場まで

のアクセスや機材等の搬入に困難を伴う

ことが参加を控える要因と推察される。 
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③抽出事案（その３）について 

『青森市立大野小学校セクショナルボイラー修繕工事』（指名競争入札） 

 当該事案について、事務局から配付資料に基づき説明を行い、委員による審議の結果、入

札参加資格、入札経過等について、特に問題となるような点は見受けられなかった。 

〈主な質疑応答・意見は次のとおり〉 

委員（質疑） 事務局（回答） 

○落札率が１００％となった理由は何か。 

※案件抽出時における質問 

○当該事案については、１１者を指名し、

そのうち２者のみが入札に参加している。 

 ２者のうち１者は予定価格と同額で入

札し、残り１者は失格基準に近い金額での

入札であったが、わずかに基準を下回り失

格となったため、予定価格と同額で入札し

た者が落札者となったもの。 

 入札参加者が少なかった理由として、辞

退届を確認したところ、「業務多忙」が５

者、「技術者が配置できない」が３者、「工

事代金が見合わない」が１者であった。 

 管工事については、冷暖房空調設備や給

排水設備を修繕などする工事であるが、官

公庁だけでなく、民間からの需要も多い業

種である。 

また、当該事案は８月の発注であった

が、今年は猛暑だったこともあり、民間か

らの需要も多く、入札参加者が少なかった

のでないかと推察される。 

 なお、参考見積は保守点検業者から徴取

したが、当該業者は工事業者ではないた

め、今回の入札には参加していない。 

○保守点検業者から徴取した参考見積に

ついては、予定価格にどの程度反映されて

いるのか。 

○共通単価に記載がない資材等について

のみ参考見積を徴収している。 

○技術者を配置できないとの話があった

が、人手不足の割合が増えているのか。 

○管工事に限らず、建設業界全体が人手不

足という話は聞いている。 

 小規模な工事であれば複数の現場を一

人の技術者が兼任できるが、大規模な工事

は、技術者の専任が求められることから、

これも影響していると思われる。 

○業者側において、工事費の積算は難しい

ものなのか。 

○土木工事であれば共通単価が多いこと

から積算は比較的容易であるが、管工事な

どで類似工事が少ない工事は、積算が難し

いと思われる。 
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④抽出事案（その４）について 

『青森市民美術展示館移設工事（Ｂ工事）』（随意契約（一者）） 

 当該事案について、事務局から配付資料に基づき説明を行い、委員による審議の結果、随

意契約の経過等について、特に問題となるような点は見受けられなかった。 

〈主な質疑応答・意見は次のとおり〉 

委員（質疑） 事務局（回答） 

○当該工事を随意契約で行った理由は何

か。 

※案件抽出時における質問 

○当該案件は、東日本旅客鉄道㈱が建設を

行っている（仮称）青森駅東口ビルの４階

の一部区画を市が賃借し、市民美術展示館

を移設する工事である。 

複合ビルの建設に当たっては、Ａ工事、

Ｂ工事及びＣ工事の３つの工事に分けて

発注するのが一般的である。 

Ａ工事は躯体工事であり、東日本旅客鉄

道㈱が業者を決定し、費用を負担する。 

Ｂ工事は、借りる側が占有する部分の工

事であるが、建物全体に影響を及ぼす空調

設備や防災設備の工事であり、所有者であ

る東日本旅客鉄道㈱が指名した業者に発

注し、費用は区画を借りる側が負担する。 

 Ｃ工事は借りる側が占有する部分の内

装工事であり、建物全体に影響を与えるも

のではないため、借りる側が業者を決定

し、費用を負担する。 

 当該事案はＢ工事であり、建物全体に影

響を及ぼす設備の工事であることから、東

日本旅客鉄道㈱が指名する業者と一者随

契したものである。 

 

（３）その他 

①次回会議の開催日程等について 

    次回会議は来年５月頃の開催を予定しており、後日調整することを確認した。 

 

   ②次回審議案件の抽出について 

次回会議の審議案件抽出委員については、礒委員が指名された。 

 

４ 閉会 


